
   牧之原市さがら子生れ温泉会館条例の一部を改正する条例（案） 

 

 牧之原市さがら子生れ温泉会館条例（平成 17年牧之原市条例第 127号）の一

部を次のように改正する。 

 別表中「700円」を「1,000円」に、「300 円」を「500円」に改め、同表備考

を次のように改める。 

備考 

１ 小人は、小学生以下をいう。 

２ 利用時間を超えた場合の入館料は、１時間(１時間未満は、１時間とす 

る。)につき、当該金額の１時間相当額を割増徴収する。徴収金額に 10円 

未満の金額がある場合は、切り捨てる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月 1日から適用する。 


